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●日本医労連「２０１６年介護施設夜勤実態調査」の結
果がまとまりました。今回の調査では、２９都道府県
１４３施設、１８８職場、４，２０１人分の実態を集約しまし
た。

●介護現場は、以前から過酷な労働実態による離職
者も多く、職員募集をかけても応募がないような状
況が続いています。過酷な労働実態の理由には、
「長時間夜勤」や「１人夜勤」など、非常に厳しい
夜勤環境が挙げられ、残念ながら今回の夜勤実態調
査結果でも、深刻な労働実態、夜勤実態の改善は遅
々としてすすんでいないことが浮き彫りとなりまし
た。交替制勤務職場のうち、長時間労働を伴う２交
替夜勤の割合が約９割となり、２交替夜勤のうち７
割弱が１６時間以上の夜勤となっています。このよう
な長時間夜勤の実態に加え、仮眠室がない施設が約
４割にものぼり、深夜に長時間まともな仮眠もとれ
ずに働き続けている実態です。勤務終了から次の勤
務までの「勤務間隔」が１２時間未満となっている施
設は２割を大きく超え、昨年調査よりも悪化してい
ます。「１人夜勤」も依然として改善されていませ
ん。夜間帯に長時間、１人で大勢をケアしなければ
ならない状況は、安全性の確保からも、災害時など
の緊急対応という観点からも重大な問題です。少な
い人員体制で夜勤を回さなければならないため、多
くの施設で非正規職員も夜勤に入らざるをえない状
況になっています。こうした深刻な夜勤実態が、低
賃金とあいまって離職を促し、人員不足に拍車をか
け、その結果、労働実態がさらに深刻さを増すとい
う負のスパイラル状態です。安定した介護職員の確
保のためには、まともな賃金水準の保証とともに夜
勤体制をはじめ労働実態の改善が必要であり、その
ための国の手立ては喫緊の課題です。

●前回の介護報酬改定では、４．４８％もの大幅引き下
げが行われ、多くの事業所が深刻な経営困難に直面
し、２０１６年の「老人福祉・介護事業」倒産件数は過
去最高に達するなど、深刻さを増しています。介護
労働者への影響も大きく、政府は介護従事者の処遇
改善の手立てを講じたとしていますが、介護事業所
が経営的に大きな影響を受けているために、実際、
目に見えた改善につながっていないことは明らかで
す。そして、「介護職＝低賃金・重労働」のイメー
ジが定着し、介護職員の離職率は高止まり、介護福
祉士など養成校は全国各地で定員割れの状況となっ
ています。安倍首相が「介護離職ゼロ」を言うので
あれば、介護現場の労働実態と処遇の改善を本気で
すすめるべきです。

●日本医労連は、看護師、介護職員をはじめとする
夜勤交替制労働者の労働時間規制やインターバル
（勤務間隔）規制など夜勤改善の運動をすすめてい
ます。深刻な人手不足の最大の要因でもある賃金は
じめ劣悪な処遇の改善を求める運動も、自治体訪問
や議会での請願・陳情の取り組みを中心にすすめて
きました。介護職員の処遇改善を求める意見書は全
国の２７５議会で採択され、国会に提出した「介護労
働者の処遇改善と介護報酬の緊急改定を求める」署
名は３万２，０００筆以上を短期間で集約しました。処
遇改善と夜勤をはじめとした労働実態の改善がない
限り、安定した介護労働者の確保による安全安心の
介護提供体制は確立しません。介護労働者と労働組
合、事業者が手をとりあって人材確保と夜勤改善の
運動を広げなければなりません。今回の調査結果を
もとに、深刻な実態を告発し、その改善の運動に全
力をあげましょう。

もりた すすむ

森田 進
日本医労連書記次長
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実態調査結果を有効活用する

介護現場は「働きたい職場」

今回の夜勤実態調査をみると、前回調査からの改
善はなかったといえるのではないか。依然として、
介護労働は厳しい状況にある。介護労働は利用者の
人権保障を実現する労働であり、そのためには介護
労働者の生活も保障されなければならない。本稿で
は調査結果を活用して、労働条件を改善するための
課題を検討する。

今回の原稿依頼があった際、一度は断るつもりで
あった。言い訳から入るのは好ましくないが、私は
社会保障論や公的扶助論を専門としており、介護労
働について論じる自信がなかった。しかし、これま
で様々な形で医療・福祉・介護の専門職養成に携わ
っており、教え子も医療・福祉・介護現場で日々、
悩みながらも実践を行っている。日本医労連が「職
員配置の水準の引き上げ」や「夜勤労働の改善（特
に１人夜勤の廃止）」を目的として、夜勤実態調査
に力を入れていることからもわかるように、夜勤労
働は医療・福祉・介護労働者にとって大きな負担に
なっている。実際に教え子と連絡を取っている中
で、「眠い。眠い。とにかく眠い」「今日は何事も
なく夜勤を終えることができました。今から帰って
寝ます」「この前、夜勤明けに車を運転していたら

事故を起こしそうになりました」というメールがき
たことが何度もある。その度、夜勤労働のあり方に
ついて考えさせられてきた。
「２０１６年介護施設夜勤実態調査」についても、多
くの施設から回答が得られた（ただし、昨年よりは
回答数が減っているので、その要因の分析は必要で
ある）。つまり、多くの施設・職場（=介護労働
者）の現状を改善してほしいという切実な要求が調
査結果に表れている。今後も医療・福祉・介護現場
に卒業生を送り出す立場としても、「働き続けられ
る職場」となることを目指し、調査結果の有効活用
を考えていきたいと思う。

調査結果の有効活用を考える前に、学生や卒業生
との普段のやり取りで感じていることを述べたい。
一言で表せば、介護現場は「働きたい職場」である
が、「働き続けるにはきつい職場」ということであ
る。介護現場はネガティブキャンペーンを張られ続
けているが、それでも「介護現場で働きたい」とい
う多くの学生達と出会ってきた。しかし、実際には
介護福祉士養成校の定員は削減されていき、それに
も関わらず定員充足率は低下している。
私は社会福祉士養成校に所属しているが、「本当
は介護福祉士の資格を取れる学校に進学したかっ
た」という学生も少なくない。また、看護師養成に
関する講義をしていても、「本当は社会福祉士か介
護福祉士の資格を取りたかった」という声を聞く。
具体的な数字で表すことはできないが、介護現場は
若者にとって「働きたくない職場」ではないと考え
られる。一方、進学先の変更を促すのがネガティブ
キャンペーンに影響を受けた学校の教員や親だけで
はなく、福祉・介護分野で実際に働く親や職員であ
るという厳しい現実も存在する。
介護現場が「働きたい職場」であることを裏付け

労働条件を改善して
より良いケアを実践するために

―２０１６年介護施設夜勤実態調査結果をふまえて―

――介護労働者が働きがいのある職場を目指して

むらた たかふみ

村田 隆史
青森県立保健大学
社会福祉学科講師
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介護現場は「働き続けるにはきつい職場」

２交替夜勤と長時間労働の常態化

１人夜勤の維持と非正規職員の活用

る調査もある。公益財団法人介護労働安定センター
が行った「平成２７年度介護労働実態調査」による
と、仕事を選んだ理由の「働きがいのある仕事だと
思ったから」が５２．２%、仕事（職種）に関する希望
の「今の仕事を続けたい」が６５．５%、勤務先に関す
る希望の「今の勤務先で働き続けたい」が５７．５%と
なっている。一方、労働条件等の不満では、「人手
が足りない」が５０．９%、「仕事内容のわりに賃金が
低い」が４２．３%を占めている。改善しなければなら
ない課題は多くあるが、介護現場は「働きたい職場
である」ということを共有し、そのために何をしな
ければならないかを考える必要がある。

一方、介護現場は「働き続けるにはきつい職場」
であるというのも事実である。教え子の多くが福祉
・介護現場で働いているが、彼・彼女らは「福祉・
介護現場で働きたい！」と前向きな気持ちを持って
働き始めている。最初の１年間は「こんな新しい発
見がありました！」との報告をくれるが、徐々に
「疲れた」「しんどいです」「辞めたいです」とい
う言葉に変わっていく。そして、その悩みを「甘え
と思われるのではないか」と心配して、職場の人に
は相談できずに抱え込んでしまう。この点について
は、私も厳しい立場に立たされることがある。管理
職を始めとしたベテランの職員からは、「最近の若
い職員は…」「もっと責任感を持ってもらわない
と」という相談を受ける一方、若い職員からは「上
の人たちが意見を聞いてくれない」「意見を言って
と言われたから意見を述べたら、すぐに否定され
た」という相談を受ける。決してどちらが悪いとい
うわけではないが、お互いに歩み寄りが必要だと思
うことが多い。
公益財団法人社会福祉振興・試験センターが行っ

た「社会福祉士・介護福祉士就労状況調査結果（平
成２７年版）」によると、介護福祉士の前の職場を辞
めた理由は「法人・事業所の理念や運営の在り方に
不満があった」が３３．５%、「職場の人間関係に問題
があった」が２９．４%となっている。先述の「人手が
足りない」という不満と合わせると、人手が足りな
いが故に職員の余裕がなくなり、業務をこなすこと
で精一杯になってしまい、円滑なコミュニケーショ
ンの阻害につながっていると考えられる。

それでは、介護労働の大きな負担要因となってい
る「２０１６年介護施設夜勤実態調査」の結果について
何点か述べる。昨年まで、篠崎良勝氏や曽我千春氏
も指摘してきた、２交替夜勤と長時間労働の常態
化、１人夜勤体制の維持と非正規職員の活用、労働
負担に見合う夜勤手当、についてみていく。
２交替夜勤と長時間労働の常態化については、残
念ながら改善したとはいえない。施設単位でみる
と、２交替夜勤が１１９施設（９０．２%）と多数を占め
ている（２０１５年の調査では８８．１%、２０１４年の調査で
は８６．８%であった）。夜勤の勤務体制については、
施設ごとに傾向が異なる。特別養護老人ホームと老
人保健施設では１～２割とはいえ、３交替夜勤を実
施している施設があり、２交替夜勤の改善を求める
余地は存在する。一方、グループホームや小規模多
機能型居宅介護施設は皆無である。
また、２交替夜勤と深く関連する長時間労働につ
いても改善されたとはいえない。特別養護老人ホー
ムでは、１６時間未満の勤務が３１．３%となっており、
昨年の２１．７%と比べると約１０%改善している。ただ
し、特別養護老人ホームの回答数自体が昨年より減
少しているし、全体的な傾向としては１６時間未満の
勤務割合は減少している。
ここではあえて、特別養護老人ホームの１６時間未
満の勤務が約１０%改善したことに着目したい。回答
した施設が変わったことが要因なのか、新たに１６時
間未満の勤務に変更されたのかは定かではないが、
仮に１６時間未満の勤務に変更されたのであれば、そ
の施設の実践から学ぶことは多いはずである。１つ
１つの実践を大切にしていく必要がある。

介護労働の現場で早急に改善が必要なのは、１人
夜勤である。老人保健施設、グループホーム、小規
模多機能型居宅介護施設などでは、１人体制で夜勤
が行われている。介護労働の夜勤に限らず、人の生
活を支える医療・福祉・介護労働については、１人
で多数の利用者を支えるというのは不可能である。
昨年の曽我千春氏の論考でも取り上げられていた
が、いくつかのグループホームでは火災事故が発生

特別寄稿
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夜勤の労働負担に見合う保障が必要

実態調査結果の共有と
各自ができることの実践へ

している。２０１０年３月に札幌市内のグループホーム
で発生した火災事故は、深夜の時間帯（午前２時
頃）における１人夜勤の中でのできごとであった。
たった１人の職員は利用者を助けようと必死で救助
活動を行い、本人も重傷を負った。それでも、結果
的には７人の利用者が死亡した。グループホームの
火災事故が起きるたび、施設設備の要件が厳しくな
り、夜勤における利用者と職員の配置体制が変わ
り、緊急時の連絡体制を整備するなどの対策はとら
れてきた。しかし、１人夜勤自体は認められてお
り、同じような事件が起きてもおかしくない。
介護現場における非正規職員の活用も一部の施設

で広がっている。今回の調査では正規職員が７８．７
%、非正規職員が２１．３%であり、非正規職員の割合
は他産業と比べても多くないようにみえる（ただ
し、非正規職員は常勤換算しているため、実際には
非正規職員の割合はこの数字よりも高いと考えられ
る）。グループホームや小規模多機能型居宅介護施
設では非正規職員の割合が４０%を超えている。非正
規職員が夜勤に入った施設も多く、夜勤専門の非正
規職員を募集する求人が今でも存在する。この件に
ついては、早急な対応が必要となっている。

近年、サービス業においては２４時間３６５日営業の
見直しが進められている。２４時間営業を止め、定休
日の設置を検討した企業もある。医療・福祉・介護
労働については、利用者の生活を支えなくてはいけ
ないということもあり、労働者の都合で働く時間を
制限することができない。人の生活を２４時間３６５日
支える仕事だからこそ、それに相応しい労働条件が
保障されなければならない。学生が就職先を選ぶ
時、「夜勤はきついから、夜勤のない職場に就職し
たい」と言うことが多いが、実際には求人票に書か
れている基本給や各種手当や加算の額を見て、「夜
勤手当があったほうが良い」となることが多い。
今回の調査では、夜勤手当の平均が６，３０７円とな

っているが、特別養護老人ホームについては最高額
９，８０９円から最低額の１，８４７円、老人保健施設につい
ては最高額が１万５，３６５円から最低額の１，８４７円と、
平均では議論ができないほど幅が広がっている（た
だし、最低額の施設は基本給が高く設定されている
可能性もある）。夜勤手当だけが改善されても根本

的な解決にはならないが、夜勤の労働負担に見合っ
た保障が求められている。
他にも、労働者の身体的・精神的負担を増大させ
る要因として、平均でも６通りを超えるシフト数、
毎月の夜勤日数、夜勤協定の締結が約半数に留まっ
ていることなどが挙げられ、本調査の結果でも抜本
的な改善に至っていないことがわかる。現在働く人
々の生活が保障されなければ、「介護人材確保」な
どは不可能である。「介護現場で働きたい」の声に
応えることができる環境を整えていく必要がある。

実態調査結果というのは、調査の目的である「職
員配置の水準の引き上げ」や「夜勤労働の改善（特
に１人夜勤の廃止）」を実現できてこそ有効に活用
したといえる。そのためには、調査結果をしっかり
と労働者に還元して情報共有し、介護労働者が声を
上げることに尽きる。そして、その要求が多くの人
々に共感されてこそ、改善は実現する。
介護労働者が「より良いケアを実践するために、
働きやすい労働環境にしたい」という要求は、多く
の共感を得られるはずである。今回の実態調査結果
は客観的な事実を示した。社会制度を変えるために
多くの共感を得るには、客観的な事実を示す数字と
ともに当事者や利用者の「声」が必要となってく
る。現在の働き方では「声」を上げる余裕もない
し、「言っても何も変わらない」という意見がある
こともわかっている。また、自らが働く環境が悪化
しながらも、より良いケアを実践するために頑張っ
ている人たちも見てきた。しかし、継続してより良
いケアを実践するためには、制度の枠組み自体を変
える必要がある。このままでは、現状を容認してい
るのと同じことになってしまう。
上記のことをふまえて、個人、職場、地域、それ
ぞれのレベルでできることを実践していき、介護労
働者が働きやすい環境整備を求めていく必要がある
（同時に、誰かに負担がかかる取り組みは継続しな
いことを自覚しなくてはいけない）。まず、私にで
きることは、社会問題に鋭い関心を持った医療・福
祉・介護の実践者を育てることである。同時に、彼
・彼女らが悩んだ時は味方となり、「働き続けられ
る環境」を整えていくことであると考えている。

４ 医療労働



画期的な意義を持つ調査

過酷さが増している夜勤実態

私は２０１６年７月まで４年間、全労連副議長として
「介護・ヘルパーネット世話人会」の代表を務め、
その間、３回にわたる「介護労働者の処遇実態調
査」に取り組みました。調査では、介護労働者の賃
金・労働条件が他産業と比べて著しく低い水準にあ
ることや、法令が順守されていない職場の実態が浮
き彫りになりました。しかしそれでも、介護労働者
の多くが利用者と家族に寄り添って、介護の仕事を
続けたいという思いを持っていることもつかむこと
ができました。ならば、労働組合に入ろう、つくろ
うという運動を強めなくてはなりません。日本医労
連に結集するみなさんは、そうした運動の先頭を走
っています。「介護施設夜勤実態調査」は、労働組
合としての要求・政策づくり、労働組合の強化・拡
大の取り組みへの根拠となっている。そのことを強
く確信しています。

日本医労連の「介護施設夜勤実態調査」は、２０１３
年に初めて調査を開始して今回で４回目となりま
す。この調査は、以下のように画期的な意義と特徴
を持っています。
①公的な機関以外で、しかも労働組合が介護職場の
夜勤実態を系統的に調査している事例はないこ

と。
②調査の集約が、１４３施設、１８８職場、４，２０１人に及
び、さまざまな業態が網羅されており、しかも非
正規労働者１，２３２人の実態も把握できているこ
と。
③労働組合があるからこそできる調査ではあるが、
労働組合のない職場からも１割を超えて回答が寄
せられていること。
④介護施設の夜勤実態を明らかにすることによっ
て、要求・政策化に結び付け、運動の共同化と組
織化推進に結びつけるという戦略を持っているこ
と。
長年にわたり、日本医労連は「看護師をはじめと
する大幅増員と夜勤改善」を求める全国キャラバン
に取り組み、日本看護協会とも呼応して、「看護師
等の雇用の質の向上」のための取り組みとして、厚
生労働省から「局長連名通知」の発出を連続的に実
現しています。これは、看護師をはじめ医療で働く
労働者を数多く組織して、労働者自らの全国的な運
動を展開した力があったればこそだと思っていま
す。この調査は、介護労働者の処遇と労働条件の改
善に向けた運動の展開と組織化に寄与するものであ
ると確信しています。

２０１６年７月２６日、障害者支援の指定管理施設であ
る津久井やまゆり園で、入所者の殺傷事件という痛
ましい事件が起こりました。これほどまでに衝撃的
な事件ではないものの、障害者施設や介護施設での
悲惨な事件があとを絶ちません。短絡的には結び付
けることはできませんが、背景に福祉・介護労働者
の劣悪な労働環境・労働条件があることを見逃して
はいけないと思っています。とりわけ労働者が、法
的な基準のないまま夜勤労働を、緊張感を持ち続け
ながら担っていることを問題視しないわけにはいき

この調査を力に、要求・政策を持って
介護労働者の組織化の前進を

―２０１６年介護施設夜勤実態調査結果をふまえて―

ねもと たかし

根本 隆
全労連 介護・ヘルパーネット世話人

特別
寄稿

医療労働 ５



人手不足で事業の見通しが立たない
介護施設の深刻な状況

介護労働者の確保と処遇改善を
求める全国的な運動を

ません。
今回の「介護施設夜勤実態調査」は時機にかなっ

たものであり、介護職場の安心・安全をめざす夜勤
労働の改善への足がかりを提供するものです。調査
では、夜勤形態で９０．２％の施設が２交代夜勤となっ
ており、しかも２交代夜勤の６９％が拘束時間１６時間
以上となっています。長時間が当たり前で、４割近
くの施設では夜勤明けの翌日に勤務が組まれている
という実態も明らかになり、前回、前々回調査より
も悪化しています。
夜勤の回数では、２交代職場で４回を超える職員

が４割を超えるという実態も明らかになり、これも
前回、前々回調査よりも悪化しています。休憩・仮
眠時間は「１時間しか取れない」という職場もあ
り、労働者の健康と利用者の安全上、ただちに改善
が求められる事態も出されています。また、１２時間
以上の勤務間隔が確保されていないという傾向も強
くなっています。
介護職場では、４０～５０人の利用者に対して２人体

制で夜勤をすることが常態化しており、休憩時には
１人で多数の利用者の責任を負うという過酷な実態
も放置されたままです。いまの介護保険制度と介護
報酬制度の枠組みでは、施設の改善も夜間の職員の
増員も難しいという実態におかれています。利用者
にとっての安心・安全を提供するためには、夜間の
職員を増やすなど、国の責任と介護報酬制度の抜本
的な改定を求める運動が求められています。

神奈川では、１月２２日に約２００人の参加で「介護
保険のいまと未来を考えるつどい」を開催しまし
た。つどいは、利用者と家族、事業者、介護労働
者、市民が一堂に会して、交流する場となりまし
た。事前に１，０００ほどの介護事業所に、つどいの案
内とアンケートを送りました。アンケートの「職員
が充足していますか」の設問には、７１．４％の事業所
が「不足している」と答え、そのうちの４０％が深刻
な事態にあると答えています｡
「ころころ変わる制度が利用者の利用負担や従業

員の報酬面に響き、事業運営に明るい見通しが立た
ない。さらに人材不足があり、今後に不安がつのる
ばかりである」「サービス提供責任者、ヘルパーが

いない。募集しても来ない。介護報酬の引き下げに
よる利益の減少で従業員への報酬減となってい
る」。このように、介護保険制度の改悪と介護報酬

ほんろう

改定に翻弄されている介護事業の実態が浮き彫りに
なっています。とくに、小規模のグループホームで
は、「人員が補充できない、事業を継続することは
難しい」という声があがっています。
この傾向は、この間行ってきた全労連の介護労働
者の処遇状況調査の結果とも符合し、介護職員の人
材確保と処遇改善が、労働者と事業者の共通の願い
であることが明らかになっています。それは当然、
「安全・安心の介護を受けたい」という利用者の願
いとも合致します。

安倍政権のもとで、介護分野では、①要支援者の
サービスを保険給付からはずして自治体の事業に移
す、②一定以上の所得者の利用料を２割に引き上げ
る、③特養施設から要介護１・２の人を締め出す、
④施設の居住費・食費を軽減する補足給付を縮小す
る、などの大改悪が進められました。さらに要介護
１・２の保険外し、現役並み所得者の３割負担、福
祉用具の保険利用の上限価格設定などの改悪が推し
進められようとしています。これでは、介護保険制
度の当初の理念であった「介護の社会化」はいっそ
う遠のいてしまいます。
介護労働者の雇用と生活を安定させるには労働組
合の組織化が必要ですが、極めて小規模な事業所が
多く困難を極めています。つどいの開催や今回の調
査などを活用して、介護労働者との接点を数多くつ
くっていくことが大切だと思っています。「安全・
安心の介護」を受けたいという国民的な要求と一体
となって、労働者と利用者、事業者との共同のたた
かいに踏み出せる条件は十分にあると思います。
介護職場で働く労働者と利用者と家族、そして事
業者が一緒になって、介護サービス利用者と家族が
安心して暮らせるために介護保険の改悪は中止し、
介護制度の改善をすすめること。とりわけ、介護職
場で働くすべての労働者が生き生きと働けるよう、
国の責任で処遇改善、労働条件と労働環境の改善に
取り組むことを求め、運動と組織化に全力をあげよ
うではありませんか。

６ 医療労働



はじめに

電話相談から見えた
利用者・家族の深刻な実態

介護殺人や介護心中の背景には「介護の社会化」
として２０００年に導入された介護保険制度の相次ぐ改
悪、サービス切り捨てと負担増、介護従事者の過酷
な労働実態があります。今回の夜勤実態調査につい
て、サービスを受ける側から考察します。

２０００年に「介護の社会化」として始まった介護保
険制度は、「介護を必要とする状態になっても自立
した日常生活が営めるよう、必要な保健医療サービ
スと福祉サービスを給付すること」を目的として掲
げています。
しかし、相次ぐ介護保険制度の改定で、この精神

は棚上げされ続けています。「介護保険は国家的詐
欺！」（「認知症の人と家族の会」代表理事・高見
国生さん、元厚生労働省老健局長・堤修三さん）の
発言に共感します。
介護はマンパワーが支える仕事です。介護サービ

スを支える介護労働者が、自らの専門性を発揮し、
誇りを持って働き続けられる条件整備ができてこ
そ、利用者・家族の安心・安全につながります。今
回の調査にみられる１人夜勤や長時間の夜勤などの
実態は、改善されなければならない深刻な状況にあ
ります。

２０１６年１１月１１日に中央社保協が「認知症の人と家
族の会」と共同して実施した、全国１３都県をつない
だフリーダイヤルの「介護・認知症なんでも無料電
話相談」には、全国２６都道府県から１０２件の電話が
ありました。相談者の内訳は、本人２３％、家族７２
％、友人４％でした。８９歳夫を介護する８４歳妻から
「夫の認知症が進み介護がつらい」など、老老介護
（７０代後半から８０代）の妻や夫からの介護疲れを訴
える深刻な相談が特徴的でした。
男女比では男性２８％、女性６９％で、老老介護の妻
や１人暮らしの女性からの相談などが多く、年齢
は、３０代から９０代まで（最高齢は９３歳）で、内訳は
５０代１９％、６０代２５％、７０代２２％、８０代１２％、９０代３
％と、６０～９０代で６２％、その中でも６０代・７０代が約
半数を占めました。
相談の中で認知症に関わるものは４１件４０％と昨年

２１％の２倍にのぼり、家族の深刻な実態が明らかに
なりました。今回の夜勤実態調査と同じ傾向です。
「介護疲れ」は３５％と３件に１件の割合で、１時

間３０分に及ぶ相談もありました。「介護疲れ」と合
わせての「生活苦」の相談もあり、「サービスを増
やしたいが負担の限界」「親の年金と自分の預金で
はあと１年しかもたない」「老健をすすめられたが
入所費用が払えない」「サービスを受けたいが利用
料が払えない」など、その内容は深刻でした。
母親の介護で退職した４０代男性から「自分の収入
がなく、母の年金２カ月１６万円だけで生活が大変。
自身の退職金を取り崩して生活。生活保護も受けら
れず仕事も相談に乗ってもらえない」との切実な訴
えもありました。
２０１５年の介護保険制度改定で特養の入所が要介護
３以上になったことの影響も深刻です。都内の６０代

利用者・家族が安心できる
労働環境整備を

―２０１６年介護施設夜勤実態調査結果をふまえて―

まえざわ としこ

前沢 淑子
中央社会保障推進協議会
事務局次長

特別
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介護労働者の人員不足が
利用者にしわ寄せ

処遇改善は緊急の課題

地域からの共同のたたかいで
さらなる制度改悪にストップを！

男性から「父親が大動脈瘤で母と２人暮らし。両親
２人で入れる施設をケアマネに相談したが、要介護
１と２で特養に入れず高額の有料老人ホームを勧め
られた」と、経済的にも苦しい負担となる状況で選
択を迫られていることを訴えました。

介護労働者の人員不足から来る利用者家族の苦し
みも訴えられました。愛知県の７０代女性は「要介護
４の夫と２人暮らしで老老介護。これまでサービス
を受けていた事業所が体制不足のため違う事業所に
なり、事業所変更が多くなった。買い物や掃除等の
支援を受けていたが、いきなり契約解消の話。無理
して自分でやることもあり、腰痛症やストレスで下
肢不全になってしまった」と、介護現場の労働力不
足が高齢の利用者や家族の負担につながっている実
態が浮き彫りになりました。
９２歳の父親を在宅で介護する６０代の娘さんから
「精神病・認知症で粗暴、暴力や家出、包丁をもっ

え ん げ

て家族を脅すなどして対応に疲れている。嚥下事故
でＩＣＵに入院、カニューレをつけて要介護５の状
態で病院から転院を言われるが、老健も職員不足で
対応できないとの返事」との相談もありました。
利用者・家族の深刻な実態と、それを支える介護

労働者の劣悪な労働条件を背景とする体制弱体化の
解決は緊急の課題です。利用者・家族と介護労働者
共通の課題として訴えていかなければなりません。

今回の夜勤実態調査からも、介護労働者の労働条
件が悪化していることが見て取れます。「平均介護
度別の職場分布」では、特養の平均介護度が「３．０
～４．５未満」が回答施設の９２％（２５施設中２３施設）
にのぼり、「４．５以上」も１施設ありました。この背
景には、２０１５年の介護保険法改定で「特養入所者は
原則３以上」となったことと、報酬改定で施設側が
経営的な側面から要介護度の高い人を入所させる傾
向が強まっていることが考えられます。その結果、
「シフト数」の結果に見られるように、勤務シフト
の平均が５．２通りであるのに対し、要介護度の高い
人が入所している特養では平均が６．４通りとなって

います。３０施設中８通りが３施設、９通りが５施
設、１０通り以上が２施設という現状は、介護労働の
肉体的・精神的疲労の重さを浮き彫りにしていま
す。そして、このことがさらなる家族への負担につ
ながっていきます。
「夜勤協定の有無、協定日数」の実態をみると、
半数の施設で夜勤協定がなく、小規模多機能や短期
入所施設の約７割で協定がありません。特養でも半
数は協定なし。また、「１２時間以上の勤務間隔の有
無」では、特養では約１０％増、老健では１５％増と、
それぞれ昨年調査の２倍になっています。勤務間隔
が１２時間以上確保されていない中で、重度化する利
用者への対応が１人夜勤のもとで行われているのは
深刻な事態です。事件や事故が起きれば大きな社会
問題になりますが、それでは間に合いません。
本調査には含まれませんが、介護労働者の高齢化
も過酷な労働実態と結びついています。利用者の重
度化と労働者の高齢化は、介護を「働く職場」とし
て選べない要因になっています。
どの項目の調査からも、「安心・安全の介護」の
実態が浮かび上がってこないことを明らかにし、改
善させなければなりません。利用者・家族の負担に
ならない一般財源による介護労働者の処遇改善は、
高齢化を迎える日本でまったなしの課題です。

２０１８年度改定によって、さらなる“介護地獄”が
予想されます。これ以上のサービス削減や負担増
は、介護保険料を払っているのにサービスを受けら
れない人を増やし、いっそう家族介護へ追いやられ
る事態を招きます。介護殺人、介護心中の常態化が
危惧されます。
介護保険制度のこれ以上の改悪をストップさせる
のは、介護労働者の課題でもあります。制度の改善
なくして労働条件の改善はありません。何よりも国
の財政支出を増やし、保険料と利用料を上げずに給
付を確保・改善し、介護労働者の賃金と労働条件を
大幅に改善することは国民的な課題です。この展望
を切り開くことができるのは、利用者・家族の実態
を把握している介護労働者です。いま、地域で労働
組合が声を上げ、施設経営者とも共同し、地域住民
との共同のたたかいを広げる時です。
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２０１６年介護施設夜勤実態調査の
意義とその活用について

●調査結果から見えてくる
介護施設における夜勤労働の問題点

介護労働者の離職防止を図る意味でも夜勤労働の
問題改善は重要な課題です。介護施設夜勤実態調査
の結果からは、介護施設における夜勤労働の問題点
がさまざま浮かび上がっていますが、その中でも特
に以下の３点については早期に改善する必要があり
ます。
①２交替夜勤（１６時間前後にわたる長時間夜勤労
働）
２交替夜勤は通常の２日分に相当する労働を連続

して行う長時間の夜勤形態です。ただでさえ負担の
大きい夜勤を１６時間にもわたって行う事は想像以上
に過酷です。交替制による夜勤労働は作業能力の低
下を引き起こし、特に明け方に顕著だということが
解明されています。労働者に過度の負担を強い、利
用者の安全にも深刻な影響を及ぼす長時間夜勤の改
善は急務です。
②実態に合わない人員配置
介護施設の夜勤配置については「厚生労働大臣が

定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」で
定められていますが、１人夜勤が認められるなど利
用者の安全や労働者の労働負担の視点からも実態に
合わない基準となっています。実態に合った夜勤配
置にしていくためには、この基準の改定を求める必
要があります。
③上限規制のない夜勤日数（回数）
１９９２年に制定された看護師確保法では、看護師の
離職防止対策・夜勤負担軽減のための指針として
「複数体制・月８日以内（３交替の場合）」を位置
付けています。しかし、介護現場にはこのような指
針はないため、夜勤日数（回数）が青天井になって
います。夜勤交替制労働には、睡眠・感情障害（短
期的リスク）や発がん性のリスク（長期的リスク）
といった健康リスクが伴います。こうしたリスクを
最小限に抑えるためにも、夜勤の日数（回数）制限

は必要です。

●職員の人員配置に対する国の姿勢

これらの夜勤の問題点を解決していくためには、
介護職員を増員するしかありません。日本医労連で
は、利用者の安全と労働者の適正な労働条件を確保
できる水準の人員配置とするために、配置基準の引
き上げを厚生労働省に求めています。しかし、厚生
労働省は、適正に人員配置をするのは「基本的には
事業者の責任」だとしています。また、事業者が適
正な人員配置をしているかどうかについての監督責
任は都道府県にあるとしています。公的な制度の下
で、利用者の安全や適正な労働条件を確保できる水
準を確保するのは国の責任です。しかし、厚生労働
省は「加算で対応している」「基準を引き上げれ
ば、事業者の負担が増えるので、慎重に検討する必
要がある」との姿勢を崩しておらず、その改善は遅
々としてすすんでいません。

●介護施設夜勤実態調査の意義とその活用

介護施設夜勤実態調査の意義は、介護労働の実態
を客観的なデータとして「見える化」したことにあ
ります。これにより、国に対して、夜勤が過酷だと
いうことを動かしようのない事実として示し、改善
を求めることができるようになりました。
もちろん、議会請願の裏付けとなる資料として、
あるいは調査結果そのものを記者発表の資料として
活用することができます。また、組織拡大や運動を
広げるために、介護施設の訪問や業界団体との懇談
などにも活用することができます。
なかなか改善されない人員配置の問題を前進させ
ていくためには、世論を大きく広げていく必要があ
ります。まずは現場から声を上げ、「人員配置基準
を引き上げよ」の世論で国を包囲していきましょ
う。一刻も早く夜勤改善を実現するために、ぜひ本
報告を活用して下さい。

日本医労連介護対策委員会事務局長 米沢 哲
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調査結果の概要

全国２９都道府県（２全国組合２８県医労連）１４３施
設から回答が寄せられました。そのうち、未組織の
施設からの回答が１７施設（愛知県・山口県）ありま
した。また、介護保険外の施設（サービス付き高齢
者向け住宅や有料老人ホームなど）からの回答は１１
施設となっています。
介護施設夜勤実態調査は、事業所に調査を依頼し

て回答を得ていますが、調査対象が毎年同じでない
ことや件数がまだ少ないこともあり、その年ごとに
集計結果の数字の変動に多少の影響が見受けられる
項目もあります。しかし、そのような中でも、夜勤
形態や回数、夜勤体制などの実態については、毎
回、同じような傾向が示され、残念ながらほとんど
改善していません。介護施設の夜勤の問題には枚挙
にいとまがありませんが、こうした実態を改善して
いくためにも、夜勤実態を把握し、データ化するこ
とは大変重要になります。

１、調査目的と実施要綱
本調査は、夜勤労働の改善を目的として特別養護

老人ホーム（以下、特養）、介護老人保健施設（以
下、老健）、グループホーム（以下、ＧＨ）、小規
模多機能型居宅介護事業所（以下、小規模多機能
型）、看護小規模多機能型居宅介護事業所（以下、
看護小規模多機能型）、短期入所施設（以下、短期
入所）を対象に調査を行いました。２０１６年６月の実
績を基本として、１１月までの期間で回答を集約しま
した。夜勤形態、夜勤体制、夜勤日数（回数）など
夜勤に関わる項目を中心に調査しました。
２、職員体制
今回の調査報告は、１４３施設４，２０１人の集計結果を

もとに報告していますが、調査項目１～４以外につ
いては、上記６種の施設（１３２施設３，９７６人）のみで
集計し、有料老人ホームなど、その他の施設（１１施
設２２５人）は、「２５ その他施設の集計」でまとめ

て集計しています。介護施設における看護職員の配
置は、病院と在宅の中間施設である老健で３割弱、
医療・介護の連携施設である看護小規模多機能型で
は５割弱となっています。
また、非正規職員の割合は、全体で２割程度とな
っています。特養・老健など、中～大規模に展開さ
れる施設では２割以下と低くなっていますが、ＧＨ
・小規模多機能型など、比較的規模の小さい事業所
では４割超と高くなっています。
３、業態ごとの施設規模と利用者の状態
特養と老健では大規模な事業所が半数以上を占
め、１施設当たりの平均利用定員は８０人前後となっ
ています。一方で、ＧＨ、小規模多機能型、看護小
規模多機能型では利用定員が１０～２０人の小規模の事
業所となっています。
要介護度の平均は全体で３．２となっており、業態
別に見ると特養が最も高く平均３．７となっていま
す。全利用者に占める認知症利用者の割合は、全体
で８割近くにのぼっています。
４、夜勤実態
夜勤形態では、「２交替夜勤」の施設が９割近く
を占めています。また、「２交替夜勤」を実施して
いる１１７施設のうち８０施設（６８．４％）で勤務時間１６
時間以上となっており、圧倒的多数の介護現場で長
時間夜勤が強いられていることが明らかになってい
ます。
このような長時間夜勤の実態にもかかわらず、仮
眠室の有無についての設問では、回答のあった１１８施
設のうち約４割にあたる４５施設で「仮眠室がない」
となっています。
「２交替夜勤」の夜勤回数では、全施設の平均回
数が４．４回となっています。１カ月当たりの夜勤回
数が４回を超える職員は全体の４割（９３０人）を占
めています。
夜勤時の休憩時間については、３交替夜勤の平均
時間は１時間３０分でした。２交替夜勤の平均時間は
２時間１０分で、看護小規模多機能型を除く他の業態
では最短時間が１時間となっています。

２０１６年
介護施設夜勤実態調査結果
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業 態 施設数 職場数
特 養 １６ ３０
老 健 ５２ ７６
Ｇ Ｈ ３２ ３９
小規模多機能型 １６ １６
看護小規模多機能型 ４ ４
短 期 入 所 １２ １２
その他施設 １１ １１

合 計 １４３ １８８

性 格 施設数 職場数
全 国 組 合 １９ ２９
公 的 病 院 ２ ２
自 治 体 ５ ５
民 医 連 ８８ １０９
一 般 ４ ４
精 神 １ １
介 護 ６ １１
福 祉 １ ２
未加盟施設 １７ ２５

合 計 １４３ １８８

１ 調査件数

介護施設には、特養や老健など複数のフロア・ユ
ニットがある施設から、小規模多機能型のように１
つしかない施設があります。さらに、１つの建物に
業態の異なる複数の事業所が入っている施設（複合
施設）もあり、施設の構造や形態は多様です。その
ため回答は、基本項目（夜勤協定の有無、夜勤手当
の額など）については施設単位で回答してもらう一
方で、詳細項目（利用者数平均、夜勤回数など）に
ついては可能な限り職場単位で回答してもらいまし
た。
今回の調査では、１４３施設、１８８職場（前回１５６施
設、２０５職場）から回答を得ることができました。
業態別では、老健施設からの回答が最も多くなって
います。また、ＧＨや小規模多機能型からの回答は
年々増加しているのが特徴になっています。その他
施設（有料老人ホーム、軽費老人ホームなどの特定
施設やサービス付き高齢者住宅）からの回答は１１施
設となりました。その他施設については、１～４の
「集計数」及び「勤務者総数」以外の項目は全体の
集計には反映させずに、巻末でその他施設の集計結
果を掲載しています。

２ 性格別集計数

組合性格別の内訳では、民医連の施設からの回答
が６割を超えています。２０１６年の春闘期に、単組・
支部の分類方法（性格）の見直し等を行い「介護」
を新たに類型として加える一方で、「福祉」となっ
ていた介護系の単組・支部を「介護」に移行するな
どの変更を行いました。従って、前回の調査との性
格別集計数の構成にも若干の影響を及ぼしていま
す。未加盟施設は主に愛知県・山口県からとなって
います。

結果
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加盟組織 施設数 職場数
全 厚 労 １６ ２４
全ＪＣＨＯ病院労組 ３ ５
北 海 道 ４ ５
青 森 ４ ４
秋 田 ２ ２
山 形 ６ ７
福 島 ２ ２
埼 玉 ３ ４
茨 城 ４ ５
山 梨 ２ ２
長 野 ９ １１
新 潟 １３ １７
東 京 １５ １７
神 奈 川 ３ ３
愛 知 １１ １８
静 岡 １ １
岐 阜 １ １
石 川 ５ ８
大 阪 １ １
京 都 ２ ６
和 歌 山 ２ ２
岡 山 １０ １５
広 島 １ １
山 口 ７ ９
鳥 取 １ １
島 根 ２ ４
愛 媛 ４ ４
福 岡 ５ ５
熊 本 １ １
大 分 ３ ３

合 計 １４３ １８８

３ 加盟組織別集計数

今回の調査では、３０加盟組織から回答が寄せられ
ています。内訳は、全厚労の１６施設を最多に、東
京、新潟、愛知、岡山など、２全国組合２８県医労連
（前回２全国組合２８県医労連）となっています。ま
た、介護施設夜勤実態調査は過去４回の調査を行っ
ておりますが、のべ４０組織が調査に取り組んでいま
す。調査結果に実態をより反映させていくために
も、介護施設のある全ての組織で調査に取り組み、
回収数を引き上げていく必要があります。

４ 勤務者総数（施設単位）

今回の調査結果は、回答数が前回よりも少ないこ
と、ＧＨや小規模多機能型など小規模の事業所が増
えていることなどから、調査集計施設の総職員数は
前回よりも約７５０人少ない４，２０１人となっています。
総職員数に占める介護職員の割合は６９．０％（２，８９８

人）、看護職員は１９．１％（８０１人）、その他職員は１１．９
％（５０２人）となっています。
総職員数に占める男性職員の割合は２２．５％（９４６
人）で、前回よりも２ポイント増加しています。そ
のうち、介護職員に占める男性職員の割合が２６．７％
（７７３人）と前回よりも４ポイント以上増加してい
ます。
妊娠者の占める割合は、介護職員で１．０％、総職
員では０．８％となっています。産休・育休者の割合
は合わせて介護職員で１．７％、総職員では１．５％とな
っています。女性が多い職場であるにもかかわら
ず、妊娠・出産・育児の職員数が少ないという傾向
は変わっていません。介護休暇の取得も全体で１人
と、依然として取得しづらい状況に変わりありませ
ん。

（人）
介護
職員数

看護
職員数 その他 総職員数

総 数 ２，８９８ ８０１ ５０２ ４，２０１

（うち非正規
職員数） ８８１ ２１２ ２３２ １，３３５

（うち
男性数） ７７３ ３８ １３５ ９４６

妊 娠 者 数 ２２ ２ ３ ２７

産 休 者 数 １４ ４ １８

育 休 者 数 ３０ ３ ３ ３６

育児短時間
取 得 数 ８ ８

介 護 休 暇
取 得 数 １ １

病 欠 者 数 １５ ６ ４ ２５

総
数
人
員
と
の
割
合（
％
）

妊 娠 者 数 １．０ ０．３ ０．８ ０．８

産 休 者 数 ０．７ １．１ ０．６

育 休 者 数 １．０ ０．４ ０．６ ０．９

育児短時間
取 得 数 ０．３ ０．２

介 護 休 暇
取 得 数 ０．１ ０．０

病 欠 者 数 ０．５ ０．７ ０．８ ０．６
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業 態 有効回答
施 設 数

１施設
あたりの
職員数

人員配置（人）

合計人数介護職員 看護職員 その他
正規
職員

非正規
職員

介護
職員計

正規
職員

非正規
職員

看護
職員計

正規
職員

非正規
職員

その他
職員計

特 養 １６ ３８．１ ４５２．０ ７４．２ ５２６．２ ５６．０ ８．１ ６４．１ １３．０ ５．６ １８．６ ６０８．９

老 健 ５１ ３８．０ １０８１．０ １９７．４ １２７８．４ ４５３．２ ８１．２ ５３４．４ ９５．０ ３２．２ １２７．２ １９４０．０

Ｇ Ｈ ３２ １１．４ １８６．０ １５１．２ ３３７．２ ８．０ ６．３ １４．３ １０．０ ３．５ １３．５ ３６５．０

小規模多機能型 １６ １１．１ ８３．０ ６０．２ １４３．２ ８．３ ９．８ １８．１ １２．５ ４．２ １６．７ １７８．０

看護小規模多機能型 ４ １５．９ ２１．０ １１．２ ３２．２ ２３．０ ８．４ ３１．４ ６３．６

短期入所 １２ １７．３ １０６．０ ３７．１ １４３．１ １９．０ １５．４ ３４．４ ２１．０ ９．３ ３０．３ ２０７．８

全 体 １３１ ２５．７ １９２９．０ ５３１．３ ２４６０．３ ５６７．５ １２９．２ ６９６．７ １５１．５ ５４．８ ２０６．３ ３３６３．３

業 態
構成割合

雇用割合
介護職員 看護職員 その他 合計人数

介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

特 養 ８６．４ １０．５ ３．１ ８５．９ １４．１ ８７．４ １２．６ ６９．９ ３０．１ ８５．６ １４．４

老 健 ６５．９ ２７．５ ６．６ ８４．６ １５．４ ８４．８ １５．２ ７４．７ ２５．３ ８４．０ １６．０

Ｇ Ｈ ９２．４ ３．９ ３．７ ５５．２ ４４．８ ５５．９ ４４．１ ７４．１ ２５．９ ５５．９ ４４．１

小規模多機能型 ８０．４ １０．２ ９．４ ５８．０ ４２．０ ４５．９ ５４．１ ７４．９ ２５．１ ５８．３ ４１．７

看護小規模多機能型 ５０．６ ４９．４ ６５．２ ３４．８ ７３．２ ２６．８ ６９．２ ３０．８

短期入所 ６８．９ １６．６ １４．６ ７４．１ ２５．９ ５５．２ ４４．８ ６９．３ ３０．７ ７０．３ ２９．７

全 体 ７３．２ ２０．７ ６．１ ７８．４ ２１．６ ８１．５ １８．５ ７３．４ ２６．６ ７８．７ ２１．３

（％）

※上記２点の表について職員体制の集計にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています（非正規職員１人あたり常勤
０．７人）。常勤換算の根拠は介護労働安定センター「平成２７年度介護労働実態調査」の「月給の者」と「時給の者」の平均
労働時間を参考にしています。

１ 職種別正規・非正規職員の構成
１施設当たりの職員数の平均は、特養や老健で約３８人となっているのに対し、小規模事業所
のＧＨや小規模多機能型では約１１人となっています。１施設当たりの看護職員の配置数では、
老健が最多の１０．５人、看護小規模多機能型で７．９人となっていますが、その他の施設では４人
以下となっています。医療・介護の両面を担う看護小規模多機能型では、介護職員数と看護職
員数がほぼ同数となっています。

２ 職種別の構成割合及び、正規職員と非正規職員の割合
正規職員と非正規職員の割合は、全体で正規職員が７８．７％（前回７８．１％）、非正規職員２１．３％（前回２１．９
％）と前回とほぼ同じ割合となっています。
業態別で見ると特養や老健で正規職員の割合が８割を超えており、短期入所、看護小規模多機能型でほぼ

７割と比較的高い割合になっています。一方、ＧＨや小規模多機能型では、非正規職員の割合が４割超と高
くなっています。
経営的にスケールメリットを得づらい小規模な事業所ほど非正規職員の割合が高くなっていると考えられ

ます。

５ 各業態の職員体制及び就業形態（施設単位）

結果
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無 91.5%無 91.5%

有 8.5%有 8.5%

無 91.5%

有 8.5%

有効回
答施設
数

介 護 職
派遣の有無 割合（今回）（％） 割合（前回）（％）
有 無 有 無 有 無

特 養 １６ ６ １０ ３７．５ ６２．５ ９．５ ９０．５

老 健 ４３ ５ ３８ １１．６ ８８．４ １０．３ ８９．７

Ｇ Ｈ ２９ ５ ２４ １７．２ ８２．８ ５．３ ９４．７

小規模型＆
看護小規模型 ２０ ２ １８ １０．０ ９０．０ ０．０ １００．０

短 期 入 所 １１ ３ ８ ２７．３ ７２．７ １１．５ ８８．５

全 体 １１９ ２１ ９８ １７．６ ８２．４ ８．５ ９１．５

介護職の派遣の有無

有 0.9%

無 99.1%無 99.1%無 99.1%

有効回答
施 設 数

看 護 職
派遣の有無 割合（今回）（％） 割合（前回）（％）
有 無 有 無 有 無

特 養 １６ ３ １３ １８．８ ８１．３ ５．０ ９５．０

老 健 ４３ ２ ４１ ４．７ ９５．３ ０．０ １００．０

Ｇ Ｈ ３１ ２ ２９ ６．５ ９３．５ ０．０ １００．０

小規模型＆
看護小規模型 １９ ０ １９ ０．０ １００．０ ０．０ １００．０

短 期 入 所 １１ ０ １１ ０．０ １００．０ ０．０ １００．０

全 体 １２０ ７ １１３ ５．８ ９４．２ ０．９ ９９．１

看護職の派遣の有無

６ 派遣労働者の有無

介護職・看護職の派遣職員の有無については、前回から設問を設けました。
介護職の不足は施設の運営にも大きな影響を及ぼします。介護職の派遣職員の有無については、

すべての業態で前回よりも割合が増えています。特に特養と短期入所では、３割前後と他の業態と
比較して割合が高くなっています。
看護職の派遣職員についても、介護職よりは少ないものの、前回よりも「有」の施設が増えてい

ます。前回、ゼロだった老健、ＧＨで、今年は「有」の施設がそれぞれ２施設となっています。
介護職・看護職のどちらか又は両方の派遣職員が「有」と回答した施設は、１２１施設中２３施設

で、前回（１１８施設中１１施設）からも倍増しています。
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業 態 施設数

利用者定員数

無回答
施設単位
あたりの
平均定員数１０未満 １０以上

２０未満
２０以上
４０未満

４０以上
６０未満

６０以上
８０未満

８０以上
１００未満

１００
以上

特 養 １６ ３ ４ ２ ７ ７９．６

老 健 ５２ １ ４ ６ ７ １０ ２３ １ ８２．１

Ｇ Ｈ ３２ １８ １３ １ １３．０

小規模多機能型 １６ １６ １５．４

看護小規模多機能型 ４ ４ １５．８

短 期 入 所 １２ ６ ４ ２ ３４．３

全 体 １３２ １８ ３４ １４ １４ ７ １２ ３０ ３ ５０．６

（人）

「１：3.0」～　
「１：3.5」未満

2.3％

「１：3.5」以上
1.6％

「１「１：1.5」未満1.5」未満
35.935.9％「１「１：2.0」～　2.0」～　

「1「1：2.5」未満2.5」未満
21.1％21.1％

「１：1.5」未満
35.9％

「１「１：2.5」～　2.5」～　
「１「１：3.0」未満3.0」未満

13.3％13.3％

「１：2.5」～　
「１：3.0」未満

13.3％

「１：1.5」～
「１：2.0」未満
25.8％

「１：2.0」～　
「1：2.5」未満

21.1％

業 態 有効回答
施設数

職員比率（対利用者）

「１：１．５」
未満

「１：１．５」～
「１：２０」未満

「１：２．０」～
「１：２５」未満

「１：２．５」～
「１：３０」未満

「１：３．０」～
「１：３５」未満

「１：３．５」
以上

特 養 １６ １ ６ ７ １ １

老 健 ５０ ５ １４ １３ １４ ２ ２

Ｇ Ｈ ３２ ２９ ２ １

小規模多機能型 １６ ７ ７ １ １

看護小規模多機能型 ４ ２ １ １

短 期 入 所 １０ ２ ３ ４ １

全 体 １２８ ４６ ３３ ２７ １７ ３ ２

※職員比率の算出にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています（非正規職員１人
あたり常勤０．７人）。常勤換算の根拠は介護労働安定センター「平成２７年度介護労働実態
調査」の「月給の者」と「時給の者」の平均労働時間を参考にしています。

対利用者職員比率

７ 定員規模別の分布（施設単位）

今回の調査で回答が寄せられた施設の規模は下記のとおりです。
特養や老健は比較的規模の大きな施設が多く、８割以上が利用者定員が４０人以上の施設となって
います。一方、ＧＨや小規模多機能型、看護小規模多機能型では、施設の運営基準として利用者定
員が少なく設定されており、集計結果でもほとんどが２０人未満の小規模な事業所となっています。
ＧＨは設備基準で１ユニット利用者が５人以上９人以下と定められているので、１０人未満は１ユニ
ット、１０人以上２０人未満は２ユニット、２０人以上４０人未満は３ユニットとなります。
なお、小規模多機能型及び看護小規模多機能型については、通所の登録定員を基に集計をしてい

ます。

８ 対利用者職員比率（施設単位）

職員数（介護職員、看護職員、その他職員で直接利用者の処遇に携わる職員）と利用者数の比率を集
計しています。
全体の６割近くにあたる７７施設で、職員：利用者＝１：２．０よりも手厚い職員体制となっています。

業態別では、ＧＨが際立って配置割合が高くなっているほか、小規模多機能型や看護小規模多機能型な
ど小規模の事業所で配置割合が高くなっている傾向が見て取れます。

結果
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業 態
平 均 利
用 者 数
の総数

認知症
利用者数

要医療行為
利用者数

割合（％）

認知症
利用者

要医療行
為利用者

特 養 １２０７．８ ６９７．０ ９６．０ ８８．２ ９．０

老 健 ３６６３．２ １７００．６ ３１６．０ ７３．３ １０．３

Ｇ Ｈ ３９４．５ ３５２．０ １００．５

小 規 模
多 機 能 型 ４１７．０ ２０２．０ １．０ ５５．６ ０．３

看護小規模
多 機 能 型 １０７．０ ５２．０ ７．０ ４８．６ ６．５

短 期 入 所 ３０３．２ １６９．０ ４５．０ １２３．２ １６．１

全 体 ６０９２．７ ３１７２．６ ４６５．０ ７８．０ ９．０

※要医療行為利用者数とはたん吸引・胃ろうの管理が必要な人数
※小規模多機能型・複合型の平均利用者総数は登録人数の総数
※認知症利用者の割合（要医療行為利用者の割合）は平均利用者数
（小規模多機能型・看護小規模多機能型は登録人数）と認知症利
用者数（要医療行為利用者数）の双方に回答があった施設を対象
に集計（昨年と算出方法を変更しています）

（人）

業態

職

場

数

平均介護度
無

回

答

平 均

～

２．５
未満

２．５～

３．０
未満

３．０～

３．５
未満

３．５～

４．０
未満

４．０～

４．５
未満

４．５
以上～ ２０１６

年
２０１５
年

特 養 ３０ １ ４ １５ ４ １ ５ ３．７ ３．８

老 健 ７６ ２ ７ ２８ ２３ ３ １３ ３．３ ３．５

Ｇ Ｈ ３９ １２ １１ ７ ７ ２ ２．８ ２．８

小規模
多機能型 １６ ８ ５ ３ ２．５ ２．５

看護小規模
多機能型 ４ １ １ ２ ３．１ ３．１

短 期
入 所 １２ １ ２ ３ ４ ２ ３．２ ３．０

９ 業態別平均利用者数の総数および認知症利用者数・要医療行為利用者数（施設単位）

ここでは、業態ごとに平均利用者数の総数と、利
用者に占める「認知症の利用者」、たん吸引または
胃ろうの管理が必要な「医療行為が必要な利用者」
がどれくらいの比率でいるのかということについて
集計しています。
利用者総数は全体で６０９２．７人となっています。認
知症利用者数は全体で３１７２．６人となっており、利用
者数に占める割合は７８．０％となっています（利用者
総数と認知症利用者数の双方を回答した施設のみ集
計）。特養や老健でも７割を超える利用者が認知症
という結果になっています。要医療行為について
は、全体で１割弱となっています。老健、短期入所
では１割を超えています。
なお、認知症利用者、要医療行為利用者の割合の

集計にあたっては、のべ利用者数ではなく平均利用
者数を用いているため、入退所者数の有無によって
割合が１００％を超えるなどの影響があります。特に
短期入所の場合は入退所者が多いため、参考値とな
ります。

１０ 平均介護度別の職場の分布

利用者の平均介護度別に職場の分布を集計してい
ます。
特養の平均介護度が突出して高くなっています。

過去の調査を通して、特養で平均介護度が４．５以上
と回答した職場が出るのは初となります。
各業態とも、平均介護度は前回とほぼ同様の傾向

となっています。
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業 態 職場数
シフト数

無回答 平 均
１通り ２通り ３通り ４通り ５通り ６通り ７通り ８通り ９通り １０通り

以上
特 養 ３０ ２ １ １１ ４ １ ３ ５ ２ １ ６．４通り

老 健 ７６ ２ ３ ２５ ２３ １１ ５ ３ １ ３ ５．０通り

Ｇ Ｈ ３９ １ ２４ １０ １ ２ １ ４．４通り

小規模多機能型 １６ １ ６ １ ２ ３ ２ １ ５．６通り

看護小規模多機能型 ４ １ １ １ １ ５．７通り

短 期 入 所 １２ ２ ２ ３ １ ３ １ ５．３通り

全 体 １７７ ３ ９ ５９ ４８ １９ １４ ９ ７ ３ ６ ５．２通り

2交替交替
88.688.6％
2交替
88.6％

2交替・3交替
の混合
3.0％

変則3交替
1.5％

3交替
4.5％

当直と２交替の混合
1.5％

当直と3交替の混合
0.8％

３交替 変則３交替
２交替・

３交替の混合
２交替

当直と
３交替の混合

当直と
２交替の混合

当直

６ ２ ４ １１７ １ ２

夜勤形態の比率（施設）

１１ シフト数（職場単位）

介護施設では、利用者の生活リズムに合わせて介護が提供されますが、人員不足や介護報酬が低いこ
となどから人員配置を効率化させ、食事や起床の時間帯など特に人員が必要な時間帯に勤務者数も多く
配置しています。そのため、勤務シフト（早番・日勤・遅番・夜勤）が多いのも介護施設の勤務の特徴
です。しかし、勤務シフトが多ければ多いほど、職員への負担は大きくならざるをえません。
全体的には、５～６通りが平均的な値となっていますが、全体の３割に相当する職場で「６通り以

上」の回答となっています。特養や小規模多機能型では「６通り」を超える職場が５割を超えており、
特養の平均は６．４通りとなっています。
職員やその家族への負担は深刻です。勤務シフトを減らし、職員への負担を減らすためには、職員の

配置数を増やす以外にありません。

１２ 夜勤形態

１ 施設単位の集計
施設単位での集計では、２交替夜勤が９０．２％（１１９施設、うち当直との混合が２施設）となっており、

介護施設の圧倒的多数を占めていることがわかります（前回８８．１％）。２交替夜勤と３交替夜勤の混合の
施設は３．０％（４施設）となっていますが、職場単位で混合となっている施設が２施設、２交替夜勤の職
場と３交替夜勤の職場が混合している施設が２施設となっています。
３交替夜勤は６．８％（９施設、うち変則２施設が２施設、当直との混合が１施設）となっていますが、
通常の３交替夜勤の入り時間を前倒しして２暦日にまたがって行う変則３交替夜勤が２施設ありました。
変則３交替夜勤では、夜勤明けからの連続する２４時間が休日とされるなど問題も生じています。

結果

医療労働 １７



2交替交替
88.188.1％
2交替
88.1％

2交替・3交替
の混合
1.7％

変則3交替
1.7％

3交替
6.8％

当直と２交替の混合
1.1％

当直と3交替の混合
0.6％

３交替 変則３交替
２交替・

３交替の混合
２交替

当直と
３交替の混合

当直と
２交替の混合

当直

１２ ３ ３ １５６ １ ２

夜勤形態の比率（職場）

変則３交替

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％

短期入所

小規模型＆
看護小規模型

Ｇ　　Ｈ

老　　健

特　　養

11.511.5 3.83.8 28.828.8 55.855.8

34.434.4 62.562.5 3.13.1

25.025.0 70.070.0 5.05.0

8.38.3 83.383.3 8.38.3

11.811.8 5.95.9 35.335.3 41.241.2 5.95.911.8

11.5 3.8 28.8 55.8

34.4 62.5 3.1

25.0 70.0 5.0

8.3 83.3 8.3

5.9 35.3 41.2 5.9

３交替と２交替混合 ２交替（16時間未満） ２交替（16時間以上） 無回答

当直と２交替 当直と3交替

業 態 ①３交替 ②変則
３交替

③３交替と
２交替の混合

④２交替
（１６時間未満）

⑤２交替
（１６時間以上）

⑥当直と
３交替

⑦当直と
２交替 ⑧当直 無回答 合計

特 養 ２ １ ６ ７ １ １７

老 健 ６ ２ １５ ２９ ５２

Ｇ Ｈ １１ ２０ １ ３２
小規模型＆看
護小規模型 ５ １４ １ ２０

短期入所 １ １０ １ １２

合 計 ６ ２ ４ ３７ ８０ １ ２ １ １３３

２ 職場単位の集計
職場単位でも、２交替夜勤の職場が８９．３％（１５８職場、うち当直との混合が２職場）となっています（８８．５
％）。２交替夜勤と３交替夜勤をミックスして行っている職場が３職場（２施設）ありました。

３ 業態別の集計（施設単位）
業態別に夜勤形態を集計しました（施設単位）。ＧＨ、小規模多機能型、看護小規模多機能型の小規模な事

業所では、全て２交替夜勤となっています。３交替夜勤は９施設（「２交替との混合」を除く）ありました
が、変則３交替は全て特養となっており、通常の３交替は老健、当直と混合を行っているのは短期入所とな
っています。残りの６施設は老健となっています。
また、１６時間以上の夜勤を実施している施設は全体の６０．２％、２交替夜勤を実施している施設の６８．４％と
なっています。

１８ 医療労働



有効回答
職場数

準 夜 深 夜
０．３人
体制

１人
体制

１．５人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

０．３人
体制

１人
体制

１．５人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

特 養 ４ １ ３ １
老 健 １３ ２ １ ２ ６ １ １ ２ １ ２ ６ １
Ｇ Ｈ

小規模型＆看護小規模型
短期入所 ２ １ ２

有効回答
職場数

２交替
０．５人
体制

１人
体制

１．３
or１．５

２人
体制

２．３
or２．５ ３人 ３．３

or３．５ ４人 ４．３
or４．５ ５人 ５．３

or５．５ ６人 ６．３
or６．５ ７人 ７．３

or７．５ ８人

特養 ２５ ４ ６ ５ ７ １ １ １
老健 ６２ ５ ２１ １０ １６ ９ １
ＧＨ ３９ ２ ３７

小規模型＆看護小規模型 ２０ ２０
短期入所 １１ ５ ６

※体制が小数点になっているのは、看護師等が複数の職場を兼務しているため

１３ 業態別の夜勤配置（職場単位）

介護施設の夜勤配置は業態ごとに要件が定められていますが（３３ページ参照）、利用者数に応じて配置要
件が定められているのは特養と短期入所だけで、老健では最低の人数しか定められていません。利用者の状
態や施設の構造が要件で考慮されていないため、職員が複数階を掛け持ちしたり、実質的な１人夜勤が生じ
たりしています。
また、ＧＨや小規模多機能型、看護小規模多機能型の要件では、夜勤配置は１人以上（ＧＨは１ユニット

に１人以上）となっているため、恒常的に１人夜勤となっています。１人夜勤ではほとんど休憩・仮眠が取
れない状態となっていますが、改善されずに放置されているのが実態です。
１ ３交替夜勤
特養、短期入所で３交替夜勤と回答した職場は、準夜の夜勤体制は１人体制となっていました。老健で

も、１人体制の職場が１職場ありました。短期入所の平均利用者数は３５人で、当直との混合職場になってい
ます。特養と老健の平均利用者数は１６人台となっています。老健で０．３人体制となっている職場があります
が、２交替夜勤との混合職場で、実質は複数体制となっていました。
深夜で１人体制になっているのは特養、老健、短期入所の６職場となっていますが、短期入所の１職場は

２交替夜勤との混合となっていたので、実質は５職場となっています。
老健では、平均利用者数に応じて複数体制が敷かれていますが、準夜・深夜共に職員１人あたりの平均利

用者数は約２５人となっていました。

２ ２交替夜勤
ＧＨ、小規模多機能型、看護小規模多機能型では、全ての職場が１人体制となっています。特養で０．５人
体制の職場が４職場ありますが、全て平均利用者が１０人以下となっていたので、ユニット型の職場と考えら
れます。ユニット型の夜勤配置の要件は２ユニット（２職場）で１人以上となっています。老健で夜勤体制
の人数が小数点になっているのは、１人の看護師が複数職場を担当しているためです。

結果

医療労働 １９



特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～３０以下

３１～４０以下 １ ３７．３ １ ２．０

４１～１００以下 １ ４２.０ １ ２．０

１００以上 １ １２０．９ １ ５．０ １ １２０．９ １ ５．０

老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～４０以下

４１～５０以下 １ ４７．９ １ １ ３．０ １ ４７．９ １ ２．０

５１～６０以下 １ ５６．４ １ ２．０

６１～７０以下 １ ６１．４ １ １ ４．０ １ ６１．４ １ １ ３．０

７１～８０以下

８１～９０以下 １ ８９．０ １ １ ３．０ １ ８９．０ １ １ ３．０

９１～１００以下 １ ９２．８ １ １ ４．０ １ ９２．８ １ １ ４．０

１００以上 ２ １４３．１ ２ ２ ６．０ ２ １４３．１ ２ ２ ６．０

老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～３０以下

３１～４０以下 １ ３５．０ １ １．０ １ ３５．０ １ １．０

４１～５０以下 １ ４２．３ １ ２．０ １ ４２．３ １ ３．０

５１以上

１４ 平均利用者数別の夜勤配置（施設単位）

３交替夜勤
特養：平均利用者数が５０人未満の２施設はいずれも変則３交替職場となっており、深夜勤務が午後１０時前

後からスタートする施設でした。従って、準夜という職員配置とはなっておらず、遅番が対応しています。
平均利用者数１００人以上の１施設は、併設されている短期入所のみ３交替夜勤となっており、その他の職
場は２交替夜勤を実施していました。この施設の３交替夜勤の職場の平均利用者数は１６．９人で夜勤体制は１
人でした。

老健：老健の夜勤配置数は、利用者数に応じた要件とはなっていないため、各施設を比較すると平均利用
者数と配置数との関係にばらつきがあるのがわかります。また、準夜よりも深夜の配置を減らしている施設
も２施設ありました。２施設ある１００人以上の施設の１つは、２交替夜勤との混合となっており、配置数は
２交替夜勤との合計としています。看護師の配置については、準夜では、ほぼ全ての施設で配置がありまし
た。深夜も、平均利用者数が６１人以上の施設では全ての施設で配置されていました。

短期入所：２交替と３交替の混合型が１施設含まれています。この施設では、２交替夜勤が２人体制で行
われ、深夜に夜勤が１人が追加されて３人体制となる、特殊な体制を取っています。

２０ 医療労働



特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下

１１～２０以下 １ ２０．０ １ ２．０

２１～２５以下

２６～３０以下 １ ２９．０ １ ２．０

３１～４０以下 ２ ３８．５ １ １ ２．５

４１～５０以下

５１～６０以下 １ ５８．９ １ ３．０

６１～７０以下

７１～８０以下 １ ７９．０ １ ５．０

８１～９０以下 １ ８４．３ １ ５．０

９１～１００以下 ２ ９５．０ １ １ １ ５．０

１００以上 ５ １１８．６ １ ３ １ ６．２

老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下

１１～２０以下 ２ １７．６ １ １ １ １．５

２１～３０以下 ３ ２９．０ １ ２ １ １．７

３１～４０以下

４１～５０以下 ４ ４６．４ ２ ２ ３ ２．５

５１～６０以下 ２ ５５．４ ２ ２ ３．０

６１～７０以下 ３ ６９．３ １ １ １ ３ ４．０

７１～８０以下 ５ ７５．０ ２ ２ １ ５ ３．８

８１～９０以下 ８ ８８．１ ４ ４ ８ ４．５

９１～１００以下 ８ ９５．０ １ ４ ２ １ ８ ４．４

１００以上 ５ １２２．９ ２ ２ １ ５ ４．８

Ｇ Ｈ 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 １８ ８．９ １８ １．０

１１～２０以下 １２ １７．３ １ １１ １．９

２１～３０以下 １ ２６．４ １ ３．０

３１以上

２交替夜勤
特養：特養では、大多数

の施設で配置要件以上の夜
勤者を配置していました。
また、同じ規模でも、施設
によって配置数に違いがあ
ることが見て取れます。特
養の夜勤配置の要件は、利
用者数に応じた設定になっ
ていますが、実際には施設
の構造や利用者の状態にも
考慮して配置がされている
ものと考えられます。な
お、５人体制となっている
１００人以上の規模の施設
は、２交替夜勤と３交替夜
勤の混合施設のため、３交
替夜勤の職員数も含めて集
計しています。

老健：老健の夜勤配置数
も施設ごとで配置数に違い
があるのがわかります。特
養と同様に、施設の構造や
利用者の状態などが影響し
ているものと考えられま
す。看護師については９割
の施設で配置がありまし
た。４１人以上の規模では、
ほぼすべての施設で配置さ
れました。

ＧＨ：ＧＨでは２０１２年の
報酬改定から１ユニット
（利用定員９人以下）に１
人以上の夜勤者を配置しな
ければならなくなりまし
た。ほぼ、全ての施設で職
場数（ユニット数）に応じ
た夜勤者数となっていま
す。

結果

医療労働 ２１



小規模型＆
看護小規模型 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 ２０ ６．５人 ２０ １．０

１１～１００以下

１００以上

短期入所 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
”有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１１～２０以下 ３ １４．４ ３ １．０

２１～２５以下 １ ２３．０ １ １．０

２６～３０以下 ２ ２８．１ ２ ２．０

３１～４０以下 ３ ３４．５ ３ ２．０

４１～５０以下 １ ４２．３ １ １ ３．０

５１以上

業 態 施設数 夜勤に
入った人数

うち非正規
職員人数

非正規
職員の
割合（％）

非正規職員
が夜勤に
入った施設数

非正規職員が
夜勤に入った施設
割合（％）

特 養 １６ ４２５ ５２ １２．２ ５ ３１．３

老 健 ５１ １３９６ ９８ ７．０ ２１ ４１．２

Ｇ Ｈ ３２ ３０７ １２２ ３９．７ ２５ ７８．１

小 規 模
多機能型 １６ １０５ ２８ ２６．７ １０ ６２．５

看護小規模
多 機 能 型 ４ ２４ ６ ２５．０ ２ ５０．０

短期入所 １２ １２８ ３８ ２９．７ ８ ６６．７

小規模型＆看護小規模型：小規模多機能型や看護小規模多機能型の泊まりの定員上限は９人となっていま
す。調査では、全ての施設で夜勤は１人体制となっています。ＧＨと同様、９人以下と利用者数は少なくな
っていますが、夜間帯という利用者の急変も起きやすい時間帯をたった１人で勤務しなければならないた
め、職員の精神的な負担や不安感が強いのが１人夜勤の特徴です。

短期入所：全ての施設で
配置要件どおりの配置とな
っています。４１人以上の規
模の施設は３交替夜勤との
混合となっており、深夜に
夜勤者が追加されて３人体
制になる、特殊な体制を取
っています。

１５ 夜勤に入った非正規職員数（施設単位）

少ない人員体制で夜勤を回していかなければならないため、多くの施設では非正規職員も夜勤に入らざる
をえない状況になっています。全体では、有効回答のあった１３１施設のうち、半数を超える７１施設で非正規
職員が夜勤に入っていました。
業態別では、比較的正規職員の割合が高い特養や老健でも３割～４割の施設で、夜勤者に占める割合は低

いものの（１割程度）、非正規職員が夜勤に組み込まれていました。一方、非正規職員の割合が高いＧＨで
は８割近くの施設で、小規模多機能型と看護小規模多機能型を合わせて６割の施設で非正規職員が夜勤に組
み込まれており、夜勤者に占める割合も３～４人に１人と多くの非正規職員が夜勤を実施していることがわ
かりました。

２２ 医療労働



短期入所

特養

老健

0

10

20

30

40

50

60

70

80（人）

10（日）９８７６５４３２１

２０１６年 ２０１５年
９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

特 養 ４．８ ８．０ １９．３ ７．５ １４ ３

老 健 ２３．２ ７．６ １０．０ ４５．０ ２７．６ ８．１ １０ １

Ｇ Ｈ

小規模型＆看
護小規模型

短期入所 ３．２ ８．０ ４．７ ８ ７

調査
施設数 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日

以上 合計

特 養 ３ １ ５ １５ ８ １ ４ ４ ３８

老 健 ７ ２ １ ２ ７ ２４ ２７ ７３ ３７ ４ １７７

Ｇ Ｈ

小規模型＆
看護小規模型

短期入所 ２ ９ ８ １ ４ ２ ２ ２６

（人）

１６ 夜勤日数（夜勤回数）（施設単位）

１カ月の夜勤日数（回数）に法規制はありませんが、看護職場では「月８日以内（２交替夜勤に換算する
と４回以内）」という指針が出されています（看護師確保指針）。職員の負担を軽減するためにも、夜勤が
できる職員を確保して夜勤日数（回数）を制限する必要がありますが、人員不足や介護報酬の問題などさま
ざまな制約がある中で、現状では職員１人あたりの夜勤日数（回数）を増やしたり非正規職員を夜勤に組み
込まざるをえないという状況になっています。

１ ３交替夜勤
１カ月の夜勤回数については、特養と短期入所では全ての職員が８日以内に収まっていますが、老健では

９日を超えている人が２割を超えています。老健の最多夜勤日数は１０日となっています。
前年と比較すると、特養、老健、短期入所の全てで平均夜勤日数は少なくなっています。

結果

医療労働 ２３



老健

特養

ＧＨ

短期入所

小規模型＆看護小規模型

0

100

200

300

400

500

600（人）

10以上（回）9～ 9.58 ～ 8.57 ～ 7.56 ～ 6.55 ～ 5.54 ～ 4.53 ～ 3.52 ～ 2.51 ～ 1.50.5

２０１６年 ２０１５年
４．５回
以上割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

４．５回
以上割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

特 養 ３９．６ ４．２ ９ ５ ４６．７ ４．４ １１ １０

老 健 ４１．９ ４．５ １０ ５５ ３２．３ ４．０ ９ ５５

Ｇ Ｈ ５３．１ ４．５ １１ １７ ５２．０ ４．６ １０ ２３

小規模型＆看
護小規模型 ３３．３ ３．９ １１ １２ １７．８ ３．５ ６

短期入所 ４９．１ ４．５ ８ ４４．５ ４．６ １２ ２０

調査
施設
数

０．５
回

１
回

１．５
回

２
回

２．５
回

３
回

３．５
回

４
回

４．５
回

５
回

５．５
回

６
回

６．５
回

７
回

７．５
回

８
回

８．５
回

９
回

９．５
回

１０回
以上 合計

特 養 １３ １０ ２ ２７ ４ ４７ １０ １２７ ７ ９２ ６ ２９ ４ ５ ４ １ １ ３７６

老 健 ４６ １５ ２ ４８ ４ １６４ ３５ ４６３ ３４ ２２７ ２９ １３４ ４ ３２ ５６ １ ３ ８ １２５９

Ｇ Ｈ ３０ １ １５ ２２ ５ ３２ ４ ５７ ７ ７５ １ ３７ １ ２２ ６ ３ ２ ２９０

小規模型＆看
護小規模型 ２０ １３ １ １７ ２ １８ ４ ３１ ５ ２０ ２ ４ １ ７ １ ３ １２９

短期入所 １１ １ １ ２ ４ ２０ １ ２９ ３ ２８ ３ １２ １ ６ ３ １１４

（人）

２ ２交替夜勤
夜勤が４回を超える職員は９３０人にも上り、全体に占める割合は４０．６％と年々悪化しています（前回

３７．９％、前々回３３．２％）。とりわけ、ＧＨでは夜勤者の半数が夜勤回数４回を超えており、職員の負担にな
っていることが推測できます。老健や短期入所でも４割以上となっており、特養を除く全ての業態で前回よ
りも悪化しています。
１人あたりの平均夜勤回数も改善傾向は見られません。小規模多機能型と看護小規模多機能型では４回以

内に収まっているものの、前回よりも悪化しています。また、その他の業態では平均夜勤回数が４回を超え
ています。

２４ 医療労働



有有 53.2% 53.2%無無  46.846.8%% 有 53.2%無 46.8%

有効
回答
施設数

夜勤協定の有無
割合（％）

２０１６年 ２０１５年
有 無 有 無 有 無

特 養 １６ ８ ８ ５０．０ ５０．０ ２０．０ ８０．０
老 健 ４５ ２８ １７ ６２．２ ３７．８ ７２．３ ２７．７
Ｇ Ｈ ３１ １７ １４ ５４．８ ４５．２ ４４．４ ５５．６
小規模多機能型 １６ ６ １０ ３７．５ ６２．５ ７１．４ ２８．６
看護小規模多機能型 ４ ３ １ ７５．０ ２５．０ ８０．０ ２０．０
短 期 入 所 １２ ４ ８ ３３．３ ６６．７ ４０．０ ６０．０
全 体 １２４ ６６ ５８ ５３．２ ４６．８ ５３．８ ４６．２
うち組合なし １５ ５ １０ ３３．３ ６６．７ １１．５ ８８．５

夜勤協定の有無

３交替職場の夜勤協定の回数

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日
以上 無回答 合計 平均

（日）
最高
（日）

９日
以上

特 養 １ １ ２ ５．０ ５．０
老 健 ３ ２ ２ ７ ８．４ ９．０ ２
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
短 期 入 所 ２ ２
全 体 １ ３ ２ ５ １１ ７．８ ９．０ ２

１７ 夜勤協定の有無、協定日数（回数）（施設単位）

前述したとおり、介護現場には、法的な上限規制も看護現場のような夜勤日数（回数）につ
いての基準を示した指針（看護師確保指針）もありません。従って、労働組合が主体的に施設
と協議を行い、看護師確保指針で国が示した基準を参考に上限回数の協定を結ぶ（夜勤協定）
ことで夜勤者に過度な負担を負わせないようにすることが重要になります。
１ 夜勤協定の有無
回答があった１２４施設のうち、約半数にあたる５８施設（４６．８％、前回４６．２％）で夜勤協定が

「ない」という結果となっています。労働組合のない施設だけの集計では、夜勤協定が「な
い」施設が７割近くにも上っており、全体を大きく引き上げています。労働組合のない介護施
設では、多くの施設で夜勤協定がない状況に置かれていることが明らかになっています。

２ ３交替夜勤を実施している施設の夜勤協定日数
３交替夜勤の施設で夜勤協定の有無について回答があった１１施設のうち、夜勤協定が「有」で日数の回答
のあった施設は特養１施設、老健５施設となっています。そのうち、老健の２施設で「国の基準」を超えた
協定回数となっています。

３ ２交替夜勤を実施している施設の夜勤協定回数
２交替夜勤の施設では、夜勤協定が「有」で回数の回答があった施設は４７施設となっています。そのう

ち、「国の基準」以内（２交替の場合４回以内）の協定回数となっている施設は４分の１の１２施設に止まっ
ています。協定の平均回数も全ての業態で「国の基準」を上回っており、介護施設での夜勤協定の締結に加
え、回数についても国が示している基準を守らせていく運動が強く求められています。
※は回数が「２カ月で９回」「週１回」などの条件で協定が締結されているものを便宜上、１カ月当たりに置き換えたもの

２交替職場の夜勤協定の回数

１回 ２回 ３回 ４回
※４回超
～

５回未満
５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回

以上 無回答 合計 平均
（回）

最高
（回）

４．５回
以上

特 養 １ ３ ２ ６ ４．９ ５．０ ４
老 健 １ ９ ５ １ ４ ２ ２２ ５．１ ８．０ １０
Ｇ Ｈ １ ４ ５ ２ ５ １７ ５．１ ７．０ １１
小規模多機能型 ３ １ １ １ ６ ５．３ ８．０ ５
看護小規模多機能型 ３ ３ ４．５ ４．５ ３
短 期 入 所 １ １ １ １ ４ ５．７ ８．０ ２
全 体 １ １１ １１ １５ １ ２ ６ １１ ５８ ５．１ ８．０ ３５

結果

医療労働 ２５



有有 77.0% 77.0%

無無  23.023.0%%

有 77.0%

無 23.0%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

短期入所

Ｇ　　Ｈ

老　　健

特　　養 90.090.0

93.993.9

55.055.0

62.562.5

10.010.0

6.16.1

45.045.0

37.537.5

90.0

93.9

55.0

62.5

10.0

6.1

45.0

37.5

加算取得「有」 「無」

業 態
有効
回答
施設数

夜勤体制に関わる
加算の取得

割合（％）

２０１６年 ２０１５年

有 無 有 無 有 無

特 養 １０ ９ １ ９０．０ １０．０ ９３．８ ６．２

老 健 ３３ ３１ ２ ９３．９ ６．１ ８６．２ １３．８

Ｇ Ｈ ２０ １１ ９ ５５．０ ４５．０ ５６．２ ４３．８

小規模多機能型 １１ １１ 夜勤加算自体が制度にない

看護小規模多機能型 ２ ２ 夜勤加算自体が制度にない

短 期 入 所 ８ ５ ３ ６２．５ ３７．５ ７０．８ ２９．２

全 体 ７１ ５６ １５ ７８．９ ２１．１ ７７．６ ２２．４

※全体は小規模多機能・看護小規模多機能を除外して算出

１８ 夜勤体制に関わる加算の取得（施設単位）

夜勤加算の取得については、全体で８割近くの事業所が加算を取得しており、前回と同様の傾向となって
います。
業態別では、ＧＨで５割強と他の業態に比べて加算を取得している施設が少なくなっています。前回もほ

ぼ同様（５６．２％）ですが、その背景には、加算による報酬上乗せの費用対効果が低いことや事業規模が小さ
いことによって経営的に職員を多く抱えることが困難な事情などがあると考えられます。

１９ １２時間以上の勤務間隔の有無（施設単位）

全体の傾向としては、「勤務間隔が１２時間以上確保されていない」という施設が前回より１０ポイント増え
ています。
業態別では、前回の調査では１００％だったＧＨが８割台に落ちています。回答施設が前回調査のときと異
なる施設も含まれるため一律に比較はできませんが、過密な勤務状況になっているということが明らかにな
っています。その他の施設でも、前回よりも「勤務間隔が１２時間以上確保されていない」という傾向が強く
出ています。

業 態
有効
回答
施設数

１２時間以上の
勤務間隔の有無

割合（％）

２０１６年 ２０１５年

有 無 有 無 有 無

特 養 １４ １０ ４ ７１．４ ２８．６ ８０．０ ２０．０

老 健 ４５ ３２ １３ ７１．１ ２８．９ ８４．４ １５．６

Ｇ Ｈ ３２ ２６ ６ ８１．３ １８．８ １００．０

小規模型＆看護小規模型 ２０ １９ １ ９５．０ ５．０ １００．０

短 期 入 所 １１ ７ ４ ６３．６ ３６．４ ８０．８ １９．２

全 体 １２２ ９４ ２８ ７７．０ ２３．０ ８７．５ １２．５

勤務間隔が１２時間以上あるか

２６ 医療労働



業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １１ ５，２２８ ９，８０９ １，８４７ ５ ６，４３１ １５，７５０ １，４０３

老 健 ３４ ７，５３７ １５，３６５ １，８４７ ２ ８，７２２ １７，０００ １，４０３

グループホーム ２８ ５，７５４ ９，３０９ ３，０００ ２４ １０，１６３ ２０，０００ ３，２７３

小規模多機能型 １４ ５，２７１ １０，６００ ３，０００ １２ ８，８３０ １６，８００ ４，１６９

看護小規模多機能型 ４ ５，２５０ ６，０００ ５，０００ ３ ５，０００ ５，０００ ５，０００

短 期 入 所 ８ ６，８３９ １０，６００ ５，０００ ４ ７，６５０ １０，６００ ５，５００

全 体 ９９ ６，３０７ １５，３６５ １，８４７ ７０ ８，８５０ ２０，０００ １，４０３

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １ ２，１００ ２，１００ ２，１００

老 健 ７ ３，８００ ６，１００ ２，３００ ３ ４，２６７ ６，１００ ３，２００

グループホーム

小規模多機能型

看護小規模多機能型

短 期 入 所

全 体 ８ ３，５８８ ６，１００ ２，１００ ３ ４，２６７ ６，１００ ３，２００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ２ ２，８５０ ３，１００ ２，６００

老 健 ７ ４，５７１ ７，１００ ２，７００ ３ ５，０３３ ７，１００ ３，５００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

短 期 入 所 １ ７，５０９ ７，５０９ ７，５０９

全 体 １０ ４，５２１ ７，５０９ ２，６００ ３ ５，０３３ ７，１００ ３，５００

２交替夜勤

準夜

深夜

２０ 夜勤手当

介護施設では老健など一部の施設で看護師が夜勤に入ります。手当の内容は、「一律額」「一律額＋割増
額」「割増額（基本時給×割増率）」など施設によって異なります。また、夜間労働という同じ負担に対す
る手当であるにもかかわらず、職種や雇用形態で大きく金額が異なる施設もあります。非正規職員の夜勤手
当では、１勤務あたりの賃金（日給）として支給されている施設が多数見受けられました。
なお、割増額の算出に当たっては、金額の比較ができるよう基本時給額を統一して計算しました。基本時

給額は平成２７年度介護労働実態調査（介護労働安定センター）の「所定内賃金」及び「１カ月の労働時間
数」を参考としました。
１ 介護職員
正規職員の２交替夜勤

の手当額は平均で６，３０７
円と前回（６，３３５円）とほ
ぼ同額となっています。
３交替夜勤の手当額は、
回答数が少ないので調査
対象が違うことによる影
響を受けますが準夜で
３，５８８円（前回３，２６４円）、
深夜で４，５２１円（同４，３２５
円）と前回と大きな違い
は見られませんでした。
業態によって金額にば

らつきが出る傾向は前回
と同様でした。２交替夜
勤の最高額で最も高いの
は老健の１５，３６５円、最も
低いのは看護小規模多機
能型の６，０００円でおよそ
２．５倍となっています。
また、最高額と最低額の
差が最も大きいのは老健
で、およそ８倍の開きが
ありました。平均額で最
も高いのは老健で平均
７，５３７円となるのに対し、
最も低いのは看護小規模
多機能型で平均５，２５０円
となっています。
３交替夜勤でも、準夜

・深夜共に老健で最高額
と最低額は２．５倍の差と
なっています。

結果

医療労働 ２７



業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １ １２，１３５ １２，１３５ １２，１３５

老 健 ３１ ９，１７５ １３，０３５ ２，６０１ １３ ９，４６１ １２，９００ ６，２００

Ｇ Ｈ ５ ９，８１４ １１，５００ ８，０００ ２ ６，９４３ ９，０００ ４，８８６

小規模多機能型 １ ６，０３５ ６，０３５ ６，０３５ ４ ５，４４３ ５，４４３ ５，４４３

看護小規模多機能型

短 期 入 所 １ ９，２６９ ９，２６９ ９，２６９

全 体 ３９ ９，２５５ １３，０３５ ２，６０１ １６ ８，８９５ １２，９００ ４，８８６

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健 ６ ４，６００ ６，１００ ３，２００ ３ ４，７６７ ６，１００ ３，２００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

短 期 入 所

全 体 ６ ４，６００ ６，１００ ３，２００ ３ ４，７６７ ６，１００ ３，２００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健 ６ ５，１５０ ７，１００ ３，５００ ３ ５，５３３ ７，１００ ３，５００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

短 期 入 所 １ ９，２６９ ９，２６９ ９，２６９

全 体 ７ ５，７３８ ９，２６９ ３，５００ ３ ５，５３３ ７，１００ ３，５００

２交替夜勤

準夜

深夜

２ 看護職員
老健以外の施設ではほとんど看護師の夜勤は行われていないため、主に老健施設からの回答となりまし

た。正規職員の２交替夜勤の手当額は平均で９，２５５円（前回８，８９９円）となっています。３交替夜勤の手当額
は、回答数が少ないので参考値となりますが、準夜で平均４，６００円（前回４，６３０円）、深夜で５，７３８円（同５，２７２
円）となっています。看護師の手当についても、同じ業態で最高額と最低額に差があり、２交替夜勤では老
健で５倍、３交替夜勤でも準夜・深夜共に２倍の差となっています。

２８ 医療労働



有有 30.5% 30.5%

無無  69.569.5%%

有 30.5%

無 69.5%

業 態
有効
回答
施設数

夜間救急対応
の有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 １３ ６ ７ ４６．２ ５３．８

老 健 ４５ ２０ ２５ ４４．４ ５５．６

Ｇ Ｈ ３０ ６ ２４ ２０．０ ８０．０

小規模型＆看護小規模型 １９ １ １８ ５．３ ９４．７

短 期 入 所 １１ ３ ８ ２７．３ ７２．７

全 体 １１８ ３６ ８２ ３０．５ ６９．５

※救急対応：救急車の要請（１１９番）や施設外の医療機関への受診を要した
ケース

有有 36.0% 36.0%

無無  64.064.0%%

有 36.0%

無 64.0%

業 態
有効
回答
施設数

夜勤明け翌日の
勤務の有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 １６ ６ １０ ３７．５ ６２．５

老 健 ４６ １９ ２７ ４１．３ ５８．７

Ｇ Ｈ ３２ １２ ２０ ３７．５ ６２．５

小規模型＆看護小規模型 ２０ ６ １４ ３０．０ ７０．０

短 期 入 所 １１ ２ ９ １８．２ ８１．８

全 体 １２５ ４５ ８０ ３６．０ ６４．０

２１ 夜間救急対応

介護施設での夜間の救急対応は医療機関とは異なり、施設内で対応することができない場合もあります。
病院への搬送が必要となる場合などは、残された夜勤者の勤務状況にも多大な影響を与えます。
全体では回答のあった職場の１１８施設のうち、３割に相当する３６職場で救急対応が「有」と回答していま
す。夜間の救急対応が多いのは特養と老健となっています。前回調査との比較では、特養が６５．０％→４６．２
％、老健で５８．３→４４．４％となっています。全ての業態で対応「有」の割合が５割を切っていました。

２２ 夜勤明け翌日の勤務

２交替・３交替にかかわらず、体調への影響を踏まえ、夜勤の翌日は勤務免除日、最低でも休日とすべき
です。今回の調査では夜勤明け翌日の勤務について、４割近くの施設で「勤務だったことがある」と回答し
ています。前回が２５．０％、前々回も２４．４％でしたので、この間で大きく増えたことになります。業態別では
老健で４割を超えており、特養やＧＨ、小規模多機能型、看護小規模多機能型でも３割以上となっていま
す。短期入所では２割を切っており、前回調査より若干の改善傾向を示しています。
夜勤明けの翌日の勤務については、職場の人員体制の影響も多分に受けており、その改善のためには夜勤

者の確保、職員体制の確保、人員配置の引き上げが求められます。

夜間救急対応はあったか

夜勤明け翌日に勤務はあったか

結果

医療労働 ２９



２交替夜勤

業 態
有効
回答
施設数

仮眠室の有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 １５ １３ ２ ８６．７ １３．３

老 健 ４４ ３６ ８ ８１．８ １８．２

Ｇ Ｈ ２９ １０ １９ ３４．５ ６５．５

小規模多機能型 １６ ４ １２ ２５．０ ７５．０

看護小規模多機能型 ３ １ ２ ３３．３ ６６．７

短 期 入 所 １１ ９ ２ ８１．８ １８．２

全 体 １１８ ７３ ４５ ６１．９ ３８．１

２３ 休憩時間と仮眠時間

３交替の施設では、休憩時間と仮眠時間の合計時間は平均１時間３０分となっています。
２交替の施設では平均で２時間１０分となっており、前回（２時間６分）とほぼ同じでした。最長では５時

間００分とする施設がある一方で、最短は昨年と同様にほぼ全ての業態で１時間とその差が大きくなっていま
す。長時間夜勤をやりながら、休憩・仮眠が１時間しかないという過酷な状況であることが明らかになって
います。長時間の夜勤をなくすことが大前提ですが、休憩・仮眠時間が１時間しかない状況は労働者の健康
と利用者の安全にとってこの上なく有害です。一刻も早い改善が必要とされます。

２４ 仮眠室の有無

夜勤がある施設に仮眠室があるのは当然と考えがちですが、介護施設では必ずしもそのような実態になっ
ていないことが前回の調査で明らかになっています。
全体で、有効な回答があった１１８施設のうち実に４割に相当する４５施設で「仮眠室がない」との回答があ
り、前回（３９．８％）とほとんど変わっていません。特に、ＧＨや小規模多機能型、看護小規模多機能型で高
くなっている傾向も昨年と同様です。これらの事業所では、ほとんどが１人夜勤となっており、「仮眠がで
きない」という労働実態があり、「仮眠ができないのだから仮眠室も作らない」となっているものと考えら
れます。しかし、こうした小規模の事業所では、休憩を取るための休憩室もない事業所も少なくありませ
ん。職員の労働安全衛生上からも、せめて職員がくつろげる「仮眠・休憩室」を設置する必要があります。

業 態
有効回
答施設
数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 １２ ２時間１７分 ４時間００分 １時間００分

老 健 ３５ ２時間２６分 ５時間００分 １時間００分

Ｇ Ｈ ３０ ２時間０３分 ４時間００分 １時間００分

小規模多機能型 １６ １時間５１分 ３時間００分 １時間００分

看護小規模多機能型 ４ ２時間２２分 ２時間３０分 ２時間００分

短 期 入 所 ９ １時間５６分 ４時間００分 １時間００分

全 体 １０６ ２時間１０分 ５時間００分 １時間００分

業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 ３ １時間４０分 ３時間００分 １時間００分

老 健 ７ １時間０８分 ２時間００分 １時間００分

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

短 期 入 所 ２ ２時間３０分 ３時間００分 ２時間００分

全 体 １２ １時間３０分 ３時間００分 １時間００分

３交替夜勤

３０ 医療労働



業 態 １１人以上
～２０人以下

２１人以上
～４０人以下

４１人以上
～６０人以下

６１人以上
～８０人以下 合計

サービス付き
高齢者向け住宅 １ １

有料老人ホーム １ ４ ２ ７

軽費老人ホーム １ １ ２

養護老人ホーム １ １

全 体 ２ ５ ３ １ １１

業 態
有効
回答
施設数

構成割合（％） 雇用割合（％）

介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

サービス付き
高齢者向け住宅 １ ７２．２ ７．２ ２０．６ ９２．８ ７．２

有料老人ホーム ７ ８２．４ １２ ５．６ ７６．０ ２４．０

軽費老人ホーム ２ ８５．３ １４．７ ５１．７ ４８．３

養護老人ホーム １ ７９．３ ２０．７ ５０．５ ４９．５

全 体 １１ ８２．１ １３．３ ４．６ ６９．１ ３０．９

業 態
有効回答
施設数

３交替
２交替
（１６ｈ未満）

２交替
（１６ｈ以上）

３交替
と当直

サービス付き高齢者向け住宅 １ １

有 料 老 人 ホ ー ム ７ ７

軽 費 老 人 ホ ー ム ２ １ １

養 護 老 人 ホ ー ム １ １

全 体 １１ ２ ８ １

業 態
有効
回答
施設数

平均
シフト
数

有効
回答
施設数

３交替夜勤 ２交替夜勤

平均
日数

最多
日数

平均
回数

最多
回数

サービス付き
高齢者向け住宅 １ ４．０通り １ ５．６ １０．０

有料老人ホーム ７ ５．４通り ７ ５．１ １４．５

軽費老人ホーム １ ９．０通り １ ７．６ ９

養護老人ホーム １ ５．０通り １ ５．０ ６．５

全 体 １０ ５．６通り １０ ７．６ ９ ５．１ １４．５

１人体制 ２人体制 ３人体制 無回答

１１人以上２０人以下 １

２１人以上３０人以下 ２ ２

３１人以上４０人以下 ２（※）

４１人以上６０人以下 ３

６１人以上８０人以下 １
※は当直者も含む（３交替と当直の混合施設）

有効
回答
施設数

夜勤協定
の有無

協定日数
（協定回数）

有 無 ４ ５ ８

サービス付き
高齢者向け住宅 １ １ １

有料老人ホーム ７ １ ６ １

軽費老人ホーム １ １

養護老人ホーム １ １

全 体 １０ ２ ８ １ １

２５ その他施設の集計

今回の調査では、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど１１のその他施設から回答がありまし
た。介護保険関連施設とは区別して簡易な集計を行いました。全体的に母数が少ないので参考値となります。

１ その他施設の回収数の内訳（規模別）
その他施設の業態の内訳を規模別に集計しまし

た。有料老人ホームからの回答が多くなっていま
す。全体的に、中小規模の施設が多くなっています
が、養護老人ホームは３職場からなる大規模施設と
なっています。

２ 各施設の職員の構成割合と非正規割合
すべての施設で看護職員の配置がありました。非

正規職員の割合は、軽費老人ホーム、養護老人ホー
ムで５割近くとなっています。

３ 各施設の夜勤形態
１０施設で２交替夜勤となっています。そのうち、

１６時間以上となっているのは８割に相当する８施設
でした。軽費老人ホームの１施設で３交替と当直の
混合がありました。

４ 各施設の平均シフト数及び平均夜勤回数
全体のシフト数の平均は５．６通りですが、軽費老
人ホームで９通りと回答しています。２交替夜勤の
最多回数が14．5回となっています。夜勤専門の職
員と思われますが、夜勤「入り」と「明け」の繰り
返しで、休みもない状態と考えられます。

５ 平均利用者数別の夜勤体制
夜勤体制については、３０人以下の施設では１人体

制と２人体制が半々となっていますが、３１人以上の
施設はすべて２人体制になっています。

６ 各施設の夜勤体制
夜勤協定が「有」と回答した施設は１０施設中２施
設にとどまっています。「有」と回答した施設はす
べて２交替夜勤の施設ですが、協定回数はいずれも
４回を超えています。

結果
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３２ 医療労働



厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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